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１．航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本フライングサービス株式会社所属，セスナ式１７２Ｇ型ＪＡ３２９３は，昭和４９年

１１月１５日１５時１７分ころ，那覇空港において機長と同乗者３名が乗組み，離陸のため誘 

導路を地上滑走中，進行方向左側のエプロン上にて試運転中の海上自衛隊所属，Ｐ‐２Ｊ型機 

の後流の影響をうけ，右翼端及びプロペラを接地し中破した。本事故による人員の死傷はなか 

った。

１．２　航空事故調査の概要

昭和４９年１１月１６日～１９日　現地調査

１２月１８日及び

昭和５０年１月８日
原因関係者からの意見聴取



２．認定した事実

２．１　飛行の経過

日本フライングサービス株式会社所属のセスナ式１７２Ｇ型ＪＡ３２９３は，昭和４９年 

１１月１５日写真撮影の視察及び宣伝飛行のため，那覇空港事務所航務課に，１５時１５分か 

ら１６時４５分までの飛行予定の局地飛行計画を提出した。同機は機長及び同乗者３名がとう 

乗し，機長は１５時１３分発動機を始動し，飛行場情報放送業務（ＡＴＩＳ）により「使用滑 

走路３６，風向０６０度，風速１５ノット……等」の情報を得た後，１２１．８ＭＨｚでグラ 

ンド・コントロールと交信し，”ＲＵＮＷＡＹ　３６　ＣＬＥＡＲＥＤ　ＴО　ＴＡＸＩ（滑走路３６， 

地上滑走して支障ありません）の地上滑走許可を受け，１５時１５分ころ北部埋立地駐機場か 

ら地上滑走を開始した。

同機は，その後No.１誘導路を直進し滑走路３６へ向った。地上滑走中の同機の機首は，磁方 

位１８０度であるため，左後方からの風の成分を考慮し，昇降舵はいっぱい下げ，エルロンは 

右へいっぱい，発動機は，約９００回転（スロットル・レバーの位置は約１センチメートル弱 

前方），ブレーキ操作により約２０キロメートル／時の速度を維持しながら進行していた。

機長は，誘導路６Ｅと５Ｅ（付図１参照）の中間付近でグランド・コントロールと交信し， 

ショート・フィールド離陸を要求し，「滑走路の手前で待機せよ」の指示を受けた。

機長は，進行方向左側の海上自衛隊エプロンに駐機中のＰ２‐Ｊ機３機を視認し，一番南側 

の機体が尾部をNo.１誘導路に向け発動機を運転していることに気づいたが，同機はすでに試運 

転機の左主翼先端を左真横に見る位置にあり，試運転機からの距離が７０～８０メートル離れ 

ているので支障ないものと判断し，そのまま停止することなく地上滑走を続けた。

同機が試運転機左主翼端後方延長線付近を通過しようとしたところ，突然左後方からプロペ 

ラ後流にあおられて，機体が右に傾き約２メートル右に移動して，機首を徐々に左に偏向しつ 

つ，ブレーキ操作により停止した右主車輪を支点とした右傾の狀態で，約２１メートルを進行 

した。その後さらに右傾は深くなり，機体は右前のめりの狀態となって，プロペラ及び右主翼 

端を接地させたまま，約１２メートルを進行した後，正常な三点姿勢に回復し，約２０メート 

ルを自力で滑走してエプロンに停止した。

２．２　人の死亡，行方不明及び負傷

なし



２．３　航空機の損壊の程度

中破

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　２６才

所属　日本フライングサービス株式会社

資格及び取得年月日　事業用操縦士技能証明書第４０６９号

昭和４６年１２月２４日

限定事項　飛行機陸上単発　昭和４６年　８月２０日

飛行機陸上多発　昭和４６年１２月２４日

計器飛行証明　第２１６３号　昭和４６年１２月２５日

航空級無線通信士　ＦＵＥ第３６号　昭和４５年１０月１３日

第１種航空身体検査証明書第１１３７０７４４号

有効期間　昭和４９年１０月１日から昭和５０年９月３０日まで

総飛行時間　７０８時間２０分

同型式機飛行時間　１９５時間３５分

最近９０日間飛行時間　７９時間２５分

最近３０日間飛行時間　２３時間１５分

最近７日間飛行時間　２時間１５分

２．６　航空機に関する情報

航空機

型式　セスナ式　１７２Ｇ型

製造番号　第１７２５４２０８号

製造年月日　昭和４１年１月２６日

耐空証明書番号　第大‐４９‐１７８号

同上有効期間　昭和４９年９月１３日から昭和５０年９月１２日まで

総飛行時間　５，４３８時間５６分

前回オーバホール後の飛行時間　４４４時間４９分

前回点検（５０時間）後の飛行時間　５０分



発動機

型式　コンチネンタル式　０‐３００‐Ｄ型

製造番号　３３９１７‐Ｄ‐５‐Ｄ

製造年月日　昭和４１年１月２６日

総使用時間　３，８７１時間４６分

前回オーバホール後の使用時間　１，４４１時間０２分

プロペラ

型式　マッコーレーＩＣ１７２１ＥＭ７６５３

ハブ　Ｅ３１０９

製造年月日　昭和４０年１１月１９日

総使用時間　４，０１３時間５２分

前回オーバホール後の使用時間　７９７時間２６分

重量及び重心位置

ＪＡ３２９３の総重量は，２，１１２．５ポンド，重心位置は４２．９８インチであり，それ 

ぞれ許容範囲内であった。

燃料及び潤滑油

ＪＡ３２９３が使用した燃料は，航空用ガソリン８０／８７，潤滑油はＷ‐８０で，と 

もに規格品であった。

２．７　気象に関する情報

那覇航空測候所の那覇空港の１４時から１６時までの風向，風速及び視程等の観測値は，次 

のとおりであった。

１３時５６分：風向０６０度，風速１４ノット，視程３５キロメートル，気温２３℃，気圧

１０２３ミリバール，

１４時５６分：風向０６０度，風速１５ノット，視程３５キロメートル，気温２３℃，気圧

１０２３ミリバール，

１５時５６分：風向０７０度，風速１４ノット，視程３５キロメートル，気温２３℃，気圧

１０２２ミリバール



２．８　飛行場及び地上施設に関する情報

那覇空港においては，飛行場東側地域に滑走路と平行して南北に細長いエプロン地域を構成 

し，このエプロン西側沿いにエプロン誘導路としてNo.１誘導路が設けられているが，エプロン 

区域は北から順に民間，米海軍，陸上自衛隊，海上自衛隊，航空自衛隊に区割され，それぞれ

の管理区域となっている。エプロン区域の東西の幅は，約１００メートルで，西側はNo.１誘導 

路から４本の誘導路（３Ｅ，５Ｅ，６Ｅ，４）で滑走路と結ばれ，東側沿いに，それぞれの管 

理棟，格納庫等が建っている。海上自衛隊管理区域は，エプロン中央から南寄りにあり，

No.５Ｅ誘導路に近接しており，管制塔も至近の距離にあるが，本事故に係る試運転スポット付 

近は，格納庫にさえぎられて管制塔からはブラインド・エリアとなっている。

空港は海岸に位置し，北，西，南の三方は海で，東側は，なだらかな丘に隣接しているが， 

特に風向風速に影響はないものと考えられる。

２．９　航空機の損壊

プロペラ

プロペラ両先端部が約２５センチメートル内側に屈折していた。

主翼

右主翼は，翼端から約７０センチメートルが上方に屈折し，１．５メートル付近までの翼下 

面外板にしわを生じていた。

その他

右主車輪タイヤ接地面の中央より外側に，直径約６センチメートル位の円形のスリップ跡 

が１ケ所あった。

２．１０　人の生存，死亡又は負傷に関係のある捜索救難及び避難等に関する情報

機長は，三点姿勢に回復した後，自力で試運転機の右側後方，格納庫前に左旋回し滑走した 

後，発動機を停止し，同乗者３名とともに機外に出た。

２．１１　その他必要な事項

海上自衛隊所属Ｐ２‐Ｊ型４７２３号機は，当日６０時間点検を受け，６名の整備員により 

１４時３５分から当該エプロンにて試運転を実施していた。当時の風向が６０度の風であった 

ので，機首を磁方位６０度にとり，尾部をNo.１誘導路に向けていた。発動機位置からNo.１誘導



路中心線までの距離は，機軸方向に約９０メートルであった。

試運転にあたっては，機内に３名（操縦席左席にＥが，右席にＤ，ジャンプ・シートにＦが 

位置した。），機外には監視のための３名が，操縦席右前方にＡ，左翼端にＢ及び機体の右後 

方にＣがそれぞれ位置し（付図２参照），当該機の後方を通過する航空機がある場合には，監 

視員の合図により直ちに発動機の出力をアイドルにしぼる態勢をとっていた。

事故発生のころは，発動機の性能点検を実施しており，ほとんど終了寸前であった。

監視員は，ＪＡ３２９３を視認と同時に，発動機を「アイドルにせよ」の合図を送る処置を 

とり，機内の整備員はフライト・アイドル，グランド・アイドル，次いで発動機を停止した。

３．事実を認定した理由

３．１　解析

(1)　機長の資格，飛行経験，身体狀態からは事故原因に直接関連する事項は発見できなかった。

(2)　ＪＡ３２９３は，適正な耐空証明を有しており，定時点検及び整備は正常に実施され，事

故発生まで正常な狀態であったものと認められる 。

ＪＡ３２９３の損壊及び損傷は，すべて事故時の地上接触によるものと推定される。

(3)　事故発生当時の気象狀況は，風向風速が６０度の１４～１５ノットあったものと推定され， 

試運転機のプロペラ後流の速度及び影響範囲をさらに拡大したものと推定される。

風速８ノットの時，Ｐ２‐Ｊ機をフライト・アイドルの狀態（パワータービン回転数６５ 

％，トルク５８ポンド）で，風に正対した場合の風圧測定値は次のとおりであった。

測定位置

距離（ｍ）　翼端（左）　左発動機　機尾　右発動機　翼端（右）

８０　１５（ｋｔ）　１３　１６　１６　１３

９０　１５　１６　１７　１６　１６

ＪＡ３２９３の機長は，No.１誘導路を地上滑走中，Ｐ２‐Ｊ機が試運転を実施しているこ 

とを視認しておりながら，そのまま地上滑走を続行したことは，当時の風向風速から勘案す 

れば，後流の影響に対する配慮が不足していたものと考えられる。



(4)　試運転機の監視員がＪＡ３２９３を視認してから，試運転機の発動機が停止されるまでの 

経過は，次のとおりであったと推定される。

試運転機右後方に位置した監視員Ｃは，ＪＡ３２９３を視認すると同時に，監視員Ａに合 

図（前もって調整された「発動機出力をアイドルにせよ」との手振りの合図。）を送ったが，

ほぼ同時点でＡもＪＡ３２９３を視認し，操縦席の整備員Ｄに対し，「アイドルにせよ」と 

の合図を送っていた。ＤはこのＡの合図に気付かず，このためＡは機首左前方に移動しつつ 

監視員Ｂ及び操縦席に対し，合図を送り続けた。ＢはＡの合図で直ちに操縦席の整備員Ｅに「ア 

イドルにせよ」との合図を送り，ＥはＢの合図によりパワーをフライト・アイドルとし，約 

１０秒位後にグランド・アイドルにしぼり，その後発動機を停止した。

Ａの口述によれば，Ａが最初にＪＡ３２９３を視認した時点の当該機の位置は，試運転機 

のプロペラ後流の危険区域から，約７５メートル付近であったものと推定される。

当該位置から危険区域まで，ＪＡ３２９３が地上滑走をするのに要する時間は，時速２０ 

キロメートルとして約１３．５秒であり，一方，Ａの合図開始からＥがパワーをフライト・ア 

イドルにしぼるまでに，前述のとおりＡからＤへの合図の伝達中断があったため，１０秒以 

上を要したものと推定され，Ｂ，Ｃの口述にもあるとおり，試運転機の発動機がフライト・ 

アイドルとなった時点においては，ＪＡ３２９３はプロペラ過流の寸前，またはすでに過流 

に入っていたものと推定される。

４．結論

(1)　ＪＡ３２９３の機長の資格，飛行経験，身体狀態は事故原因に直接関連がなかったものと 

推定される。

(2)　ＪＡ３２９３は，適正な耐空証明を有しており，事故発生までは正常であったものと推定 

される。

(3)　事故発生当時の風向風速は，試運転機のプロペラ後流の速度及び影響範囲を，さらに拡大 

したものと推定される。

(4)　ＪＡ３２９３の機長の試運転機の後流に対する配慮の不足が認められる。



(5)　監視員と操縦席との間の合図伝達の中断により，試運転機の発動機出力の下げ操作の時機 

が遅れたことが推定される。

原因

本事故は，Ｐ２‐Ｊ機の監視員と操縦席との間の連絡合図の不具合により，試運転機発動 

機出力の下げ操作の時機が遅れたこと，及びＪＡ３２９３の機長の試運転機後流に対する配 

慮の不足によるものと認められる。
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